
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

〃

〃

○

〃

〃

【

訓

令

】

○

岡

山

県

工

事

検

査

規

程

の

一

部

改

正

技

術

管

理

課

【

】

公

告

（

県

例

規

集

登

載

）

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

覧

【

告

示

】

○

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

○

〃

〃

出

区

域

の

指

定

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

出

○

〃

〃

○

〃

〃

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

○

〃

〃

【

】

選

挙

管

理

委

員

会

○

〃

〃

○

令

和

五

年

四

月

九

日

執

行

の

岡

山

県

議

会

議

員

選

挙

管

理

委

員

会

○

〃

〃

選

挙

に

お

け

る

公

職

の

候

補

者

の

選

挙

運

動

に

関

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

す

る

収

支

報

告

書

の

要

旨

の

一

部

改

正

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

収

納

事

務

の

委

託

畜

産

課

岡

山

県

公

報

令和７年４月４日 第１２６９０号



◎
岡
山
県
訓
令
第
五
号

庁

中

一

般

出

先

機

関

岡
山
県
工
事
検
査
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
訓
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
三
条
第
二
項
中
「
二
百
五
十
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
八
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

な
お
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 
 
 

玉
野
市
胸
上
字
高
山
東
四
八
一
番
二
の
一
部
、
同
字
船
入
上
六
七
二
番
五
の
一
部 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 
 
 

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

備
考 

 
 

１ 

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。 

 
 

２ 

一
に
掲
げ
る
区
域
は
、
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
っ

て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

ひ  

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
九
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ホ
ー
ム
ナ
ー
シ
ン
グ
み
ま
さ
か 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
美
作
市
福
本
二
九
一
番
地 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
Ｔ
ｓ
ｕ
ｋ
ｉ
ｙ
ｏ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
岡
山
市
北
区
牟
佐
七
七
〇
番
地
六 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
六
三
七
九
〇
〇
三
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
看
護 

 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

就
労
支
援
「
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
」
笠
岡
セ
ン
タ
ー 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
三
番
町
三
番
地
二
二 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 

株
式
会
社
三
倉
屋 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

広
島
県
福
山
市
平
成
台
一
三
番
二
号 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
五
〇
〇
四
八
七 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

Ｃ
Ｕ
Ｏ
Ｒ
Ｅ 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
金
浦
七
四
六
番
地 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

社
会
福
祉
法
人
笠
岡
市
社
会
福
祉
事
業
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

笠
岡
市
金
浦
七
四
六
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
五
〇
〇
四
九
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

  

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
二
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ハ
レ
ル
や 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
上
山
坂
二
〇
一
六
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
色 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
山
田
九
一
九
―
一 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
五
一
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

生
活
介
護 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
三
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
あ
か
つ
き 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
山
田
三
二
六
八
―
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
二
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

短
期
入
所 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
四
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

就
労
定
着
支
援
事
業
所
あ
か
り 

  

２  

所
在
地 

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
五
三
〇
一
番
地 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

一
般
社
団
法
人
結 

 
  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
六
〇
四
二
番
地
六 

三 

廃
止
年
月
日 

 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
二
七
〇
〇
〇
五
一 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
定
着
支
援 

 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
五
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
あ
か
り 

  

２  

所
在
地 

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
五
三
〇
一
番
地 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

一
般
社
団
法
人
結 

 
  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
六
〇
四
二
番
地
六 

三 

廃
止
年
月
日 

 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
二
七
〇
〇
〇
八
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
六
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
か
つ
き 

山
田 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
山
田
三
二
六
八
―
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
二
〇
四
〇
〇
〇
四
一 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

共
同
生
活
援
助 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

 

レ
モ
ン
薬
局
番
町
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
二
番
町
七
―
一
〇 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 

レ
モ
ン
薬
局
富
岡
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
富
岡
二
五
六
―
一
〇 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

は
れ
の
ま
ち
薬
局
宇
野
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
野
市
宇
野
一
―
四
二
―
二
五 

 
 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
湯
原
温
泉 

 
 

 
 

 
 

 

真
庭
市
下
湯
原
四
二
二
―
二 

 
 
 

 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

更
新
年
月
日 

医
療
法
人
薬
師
寺
慈
恵
会
薬
師
寺
慈
恵
病
院 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
総
社
一
―
一
七
―
二
五 

 
 

 
 
 

 

脳
神
経
外
科 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

医
療
法
人
東
浩
会
石
川
病
院 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
川
崎
五
五
四
―
五 

 
 

 
 

 
 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

お
さ
ふ
ね
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
三
三
二
―
一 

 
 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー 

 
 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六 

 
 

 
 
 

 

免
疫 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

お
ち
あ
い
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

真
庭
市
上
市
瀬
三
五
一
―
一 

 
 
 

 
 
 

 

訪
問
看
護
（
腎
臓
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局
西
店 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
小
田
中
二
三
〇
―
一
五 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ル
フ
ァ 

 
 
 

 
 

津
山
市
大
田
四
五
二
―
四 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
レ
オ 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
沼
八
四
一
―
四 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局
加
茂
店 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
加
茂
町
小
中
原
三
〇
―
一 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

向
陽
薬
局
高
野
店 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
高
野
本
郷
一
二
七
四
―
一
一 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局
城
南
店 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
津
山
市
山
下
九
―
五 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

き
た
ぞ
の
薬
局
山
北
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
山
北
五
四
九
―
二 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
ド
レ
ミ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
小
原
一
五
四
―
二
〇 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
あ
し
だ
薬
局
上
村
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
上
村
六
一
―
四 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
あ
し
だ
薬
局
日
本
原
店 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
新
野
東
一
八
一
〇
―
六
一 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
あ
し
だ
薬
局
杉
宮
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
杉
宮
一
五
―
四 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
東
津
山
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
川
崎
一
一
三
五
―
三 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

き
た
ぞ
の
薬
局
津
山
第
一
病
院
前
店 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
中
島
四
二
七
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
田
町
二
一
―
一 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

津
山
薬
局
田
町
南
店 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
田
町
九
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

向
陽
薬
局
田
町
店 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
田
町
九
六
―
五 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
フ
ァ
ラ
オ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
東
一
宮
二
―
一
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

津
山
薬
局
南
新
座
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
南
新
座
一
七
―
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

よ
つ
ば
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
南
新
座
一
〇
八
―
三 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局
南
新
座
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
南
新
座
二
四
―
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ガ
ン
ガ 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
二
階
町
九 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

に
の
み
や
薬
局 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
二
宮
一
九
〇
〇
―
一
四 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

向
陽
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
二
宮
五
一
―
一
五 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 
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株
式
会
社
ダ
テ
薬
局
メ
ル
カ
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

玉
野
市
宇
野
一
―
三
八
―
一 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

ア
ル
フ
ァ
オ
オ
ギ
ヤ
薬
局 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

玉
野
市
宇
野
二
―
一
六
―
九 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

幸
観
堂
薬
局
秀
天
橋
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

玉
野
市
槌
ヶ
原
一
〇
一
七
―
八 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

扇
屋
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

玉
野
市
田
井
三
―
四
―
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

株
式
会
社
ダ
テ
薬
局
東
高
崎
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

玉
野
市
東
高
崎
二
六
―
一
二
四 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

の
ぞ
み
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
二
二
六
五
―
一 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

コ
コ
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
五
番
町
五
―
三
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

ヒ
ジ
ヤ
薬
局
駅
前
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

総
社
市
駅
前
一
―
四
―
二 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
よ
し
だ
薬
局
リ
ブ
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

総
社
市
門
田
一
八
七 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

落
合
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
六
七
六
―
五 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

阿
新
薬
局
駅
前
店 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

新
見
市
西
方
四
三
六
―
三 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

さ
く
ら
薬
局
市
立
備
前
病
院
前
店 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

備
前
市
伊
部
二
四
〇
八
―
八 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

い
ん
べ
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

備
前
市
伊
部
四
〇
〇
―
一
三 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

み
つ
い
し
薬
局 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

備
前
市
三
石
一
六
六
―
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

竹
原
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
一
一
二
―
五 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

こ
や
ま
薬
局
・
長
船
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
三
三
二
―
二 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ワ
ミ 

 
 

 
 

 
 

赤
磐
市
河
本
一
一
四
一
―
一 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

や
ま
か
わ
薬
局 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
赤
磐
市
西
中
一
一
八
八
―
六 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

サ
カ
エ
薬
局
赤
坂
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

赤
磐
市
町
苅
田
九
四
四
―
三 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

サ
カ
エ
薬
局
山
陽
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

赤
磐
市
日
古
木
七
九
九
―
一 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

こ
う
ち
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

真
庭
市
下
河
内
三
一
三
―
八 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
エ
ス
・
ジ
ー
・
エ
ッ
チ
て
し
ま
薬
局
旭
町
店 

 
 

真
庭
市
久
世
二
九
二
三
―
一 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
た
ん
ぽ
ぽ
勝
山
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 

真
庭
市
三
田
一
四
九
―
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

有
限
会
社
エ
ス
・
ジ
ー
・
エ
ッ
チ
て
し
ま
薬
局 

 
 
 

 
 

真
庭
市
中
島
四
〇
五
―
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

サ
カ
エ
薬
局
勝
山
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

真
庭
市
本
郷
一
八
二
三
―
三 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
湯
郷
店 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

美
作
市
湯
郷
八
一
五
―
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

湯
郷
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

美
作
市
湯
郷
九
一
五
―
一
二 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

み
つ
ぼ
し
薬
局 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

美
作
市
明
見
三
五
七
―
一
四 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

田
辺
薬
局
新
町
店 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
一
〇
七
九
―
一
三 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

田
辺
薬
局
本
店 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
二
三
三
―
一 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

か
す
み
薬
局
早
島
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
二
八
一
―
二 

 
 

 
 

 
調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

サ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
薬
局
浜
中
店 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

浅
口
郡
里
庄
町
浜
中
九
三
―
一
〇
四 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
二
九
二
八
―
二 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

そ
よ
か
ぜ
薬
局 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
二
九 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 

金
時
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
七
二
―
二 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



可
児
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
七
〇
七
―
三 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

の
ぞ
み
薬
局
ひ
が
し
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
高
野
本
郷
一
四
三
五
―
一
六 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日 

か
え
で
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

総
社
市
三
須
一
三
四
四
―
三 

 
 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
七
年
四
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

辞
退
年
月
日 

井
上
薬
局
宇
野
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
宇
野
一
―
四
二
―
二
五 

 
 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
  

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
号 

 

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
納
の
事
務
を

次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

委
託
し
た
事
務
の
内
容 

 

委
託
先
組
合
員
か
ら
の
二
に
掲
げ
る
手
数
料
の
収
納
の
事
務 

二 

委
託
し
た
収
入
の
種
類 

 

１ 

岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
四
号
）
に
基
づ 

く
家
畜
の
検
査
手
数
料
、
家
畜
の
予
防
注
射
手
数
料
、
家
畜
の
薬
浴
手
数
料
及
び
家
畜
の
検
査
、

注
射
又
は
薬
浴
の
証
明
手
数
料 

２ 

岡
山
県
家
畜
保
健
衛
生
所
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
号
）
に
基
づ
く
受
精
卵 

移
植
に
関
す
る
手
数
料 

３ 

岡
山
県
家
畜
保
健
衛
生
所
条
例
に
基
づ
く
家
畜
の
衛
生
検
査
手
数
料 

４ 

岡
山
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
五
号
）
に
基
づ
く
県
が
行
う 

証
明
事
務
の
手
数
料 

三 

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合 

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
五
一
〇
番
地
一 

２ 

お
か
や
ま
酪
農
業
協
同
組
合 

津
山
市
川
崎
九
四
―
一 

３ 

岡
山
市
農
業
協
同
組
合 

岡
山
市
北
区
大
供
表
町
一
―
一 

四 

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所 

１ 

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合 

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
五
一
〇
番
地
一 

２ 

お
か
や
ま
酪
農
業
協
同
組
合 

津
山
市
川
崎
九
四
―
一 

３ 

岡
山
市
農
業
協
同
組
合 

岡
山
市
北
区
大
供
表
町
一
―
一 

五 

委
託
の
期
間 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
岡
山
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

岡
山
市 

施
行
者
の 

名

称 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

画
下
水
道
事
業
岡
山
公

共
下
水
道 

 

事
業
の
種
類
及
び
名
称 

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

か
ら 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 事 

業 

施 

行 

期 

間 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

事 
 

業 
 

地 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

赤
磐
市 

施
行
者
の 

名

称 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

画
下
水
道
事
業 

 

事
業
の
種
類
及
び
名
称 

昭
和
四
十
六
年
八
月
二
十

三
日
か
ら 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

事 

業 

施 

行 

期 

間 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

事 
 

業 
 

地 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
総
社
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

総
社
市 

施
行
者
の 

名

称 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

画
下
水
道
総
社
公
共
下

水
道 

 

事
業
の
種
類
及
び
名
称 

昭
和
四
十
七
年
八
月
二
十

八
日
か
ら 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

事 

業 

施 

行 

期 

間 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

事 
 

業 
 

地 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
笠
岡
都
市
計

画
下
水
道
事
業
笠
岡
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

笠
岡
市 

施
行
者
の 

名

称 

笠
岡
都
市
計
画
下
水
道

事
業
笠
岡
公
共
下
水
道 

 

事
業
の
種
類
及
び
名
称 

昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日

か
ら 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

事 

業 

施 

行 

期 

間 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

使
用
の
部
分 

 

平
成
三
十
年
岡
山
県
告

示
第
百
三
十
九
号
の
事
業

地
の
う
ち
笠
岡
市
大
字
用

之
江
の
一
部
を
廃
止
す

る
。 事 

 

業 
 

地 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
早
島
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

早
島
町 

施
行
者
の 

名

称 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

画
下
水
道
事
業
早
島
公

共
下
水
道 

 

事
業
の
種
類
及
び
名
称 

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
四

日
か
ら 

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

事 

業 

施 

行 

期 

間 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

事 
 

業 
 

地 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
三
七
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

名
称 

（
仮
称
）
ラ
・
ム
ー
院
庄
店 

 
 

 

所
在
地 

津
山
市
二
宮
字
野
辺
前
八
五
番
一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 

名
称 

大
黒
天
物
産
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

倉
敷
市
西
中
新
田
二
九
七
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

大
賀 
昭
司 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 

名
称 

大
黒
天
物
産
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

倉
敷
市
西
中
新
田
二
九
七
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

大
賀 

昭
司 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

 

５ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 
 
 
 
 

千
六
百
六
十
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

６ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

八
十
台 

 
 
 
 

(2) 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

五
十
二
台 

 
 
 
 

(3) 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 

(4) 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

十
二
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

７ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
零
時 

 
 
 
 

(2) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
後
十
二
時
（
二
十
四
時
間
営
業
） 

 
 

(3) 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 
 
 

(4) 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

三
箇
所 

 
 
 
 

(5) 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 
 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
四
日
か
ら
同
年
八
月
四
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
津
山
市
産
業
文
化
部
商
業
・
交
通
政
策
課 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
三
八
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

名
称 

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
津
山
上
河
原
店 

 
 

 

所
在
地 

津
山
市
上
河
原
二
一
九
―
一
一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 

名
称 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

 
 

 

住
所 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

横
山 
英
昭 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

 
 

 

住
所 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

横
山 

英
昭 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

 

５ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 
 
 
 
 

千
三
百
六
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

６ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

五
十
二
台 

 
 
 
 

(2) 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

十
台 

 
 
 
 

(3) 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 

(4) 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

六
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

７ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 
 
 
 

(2) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
後
十
時 

 
 

(3) 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で 

 
 
 
 

(4) 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

四
箇
所 

 
 
 
 

(5) 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 
 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
四
日
か
ら
同
年
八
月
四
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
津
山
市
産
業
文
化
部
商
業
・
交
通
政
策
課 
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〔
一
三
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
梁
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

高
梁
市
松
山
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

終

了

年

月

日 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
四
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
中
区
東
川
原
、

西
川
原
及
び
浜
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
三
月
十
四
日 

終

了

年

月

日 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
四
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
瀬
戸
内
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

瀬
戸
内
市
邑
久
町
箕

輪
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 

終

了

年

月

日 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
四
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

苫
田
郡
鏡
野
町
宗
枝

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
復
旧
測
量
（
改
測
）
、
四

級
基
準
点
測
量
、
河
川
横
断
測
量
及
び

路
線
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
一
月
八
日 

終

了

年

月

日 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
四
三
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
一
三
四
号 

令
和
七
年
三
月
二
十

五
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
四
八
七
番
五 

道

路

の

位

置 

五
・
〇
〇 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

三
三
・
五
〇  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
四
四
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
一
三
九
号 

令
和
七
年
三
月
二
十

六
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
鴨
方
町
深
田
字
中
須
賀
九
〇
二

番
一
三 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
〇 

 

六
・
〇
〇 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

六
六
・
二
二  

二
八
・
九
五 

 

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号令和７年４月４日　岡山県公報　第１２６９０号



〔
一
四
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
委
託

二

契
約
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

住
友
電
工
シ
ス
テ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
大
阪
支
社

大
阪
府
大
阪
市
西
区
土
佐
堀
二
丁
目
二
番
四
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

七
二

○
五
○

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六

五
五
○

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
四
月
九
日

執
行
の
岡
山
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
に
つ
い

て
、
候
補
者
波
多
洋
治
の
出
納
責
任
者
三
宅
修
か
ら
訂
正
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
九
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
令
和
六
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号
（
令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の

岡
山
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一

部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

林

裕

一

「

1
,
0
0
0
,
0
0
0

自
由
民
主
党
岡
山
県
第
一
選
挙
区
支
部

5
0
0
,
0
0
0

三
木
原
純
一

事
務
機
販
売

,
0
0
0
,
0
0
0

を

加
計

敏
信

会
社
役
員

1

5
0
,
0
0
0

鈴
木

健
建
設
業

1
0
0
,
0
0
0

」

新
井

雅
史

建
設
業

「

5
0
0
,
0
0
0

三
木
原
純
一

事
務
機
販
売

,
0
0
0
,
0
0
0

加
計

敏
信

会
社
役
員

1

5
0
,
0
0
0

に
、

鈴
木

健
建
設
業

1
0
0
,
0
0
0

新
井

雅
史

建
設
業

」
を

「

,
0
0
0
,
0
0
0

そ
の
他
の
収
入

2

,
1
5
0
,
0
0
0

」

今
回

計
5

に
改
め
る
。

「

,
0
0
0
,
0
0
0

そ
の
他
の
収
入

3

,
1
5
0
,
0
0
0

」

今
回

計
5
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